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A. 研究目的 

 妊娠中の栄養摂取を含む食生活は、母児の健

康に大きく影響を与えるため、適切な食生活を

送れるよう保健指導・栄養指導が行える体制の

推進は重要である。また、2021年には、板倉ら

が「妊娠中の体重増加の指導の目安」（日産婦

学会）1)を作成し、瀧本らが「妊産婦の食生活

指針」（厚生労働省）2)の改定案を作成した。し

かし、推定エネルギー必要量は体格に大きく影

響を受けるが、妊娠前体格別に設定されている

体重増加量に見合うエネルギー付加量の指標

を設定する科学的根拠が不足している。なお、

推定エネルギー必要量の推定においては、二重

標識法がゴールドスタンダードとされている

が、二重標識法による計測値は、体組成（徐脂

肪量・脂肪量）に基づく推定式により年齢や妊

娠期に関わらず一定の精度をもって推定可能

であることが最近示された(Science 373, 

808–812 (2021) 3))。 

 今年度は、体組成計の印刷台紙(成育版)を作

成し、昨年度準備した体組成計でデータ収集を

開始した。また、昨年度準備し始めた調査票も

研究要旨 

推定エネルギー必要量は体格に大きく影響を受けるが、妊娠前体格別に設定されている体重

増加量に見合うエネルギー付加量の指標を設定する科学的根拠が不足している。一方で、体組成

（徐脂肪量・脂肪量）に基づく推定式により推定エネルギー必要量は推定可能であることが最近

示された。妊婦への縦断調査を実施し、妊娠前体格別・妊娠期別の体重・体組成の把握、および

これらと周産期予後との関連を調べること、また妊娠前体格別・妊娠期別の生活習慣およびの体

重・体組成の実態を把握する研究実施に有用であるのみならず、体組成計の結果の解釈に資する

ことが期待される。 

本研究は、妊婦における体組成計の測定をおよび体組成データの収集、生活習慣調査を開始し

た。今年度は、体組成計の印刷台紙(成育版)を作成し、昨年度購入した体組成計での測定を開始

し、累計 194例のデータを収集した。一方、昨年度から準備していた調査票を完成させ、WEBを

用いて生活習慣調査を開始し、参加登録は 17件であった。 

来年度は、引き続きデータを収集し、妊娠前体格別・妊娠期別の体重・体組成・生活習慣の把

握と周産期予後との関連を調査する予定である。 



 

16 

 

完成させ、妊婦への生活習慣調査を実施した。

来年度は、本年度を受けて、引き続き体組成デ

ータおよび生活習慣データを収集する予定で

あり、最終的に妊娠前体格別・妊娠期別の体重・

体組成・生活習慣の把握と周産期予後との関連

を調査することが目的である。 

 

B. 研究方法 

(1) 体組成計の印刷台紙(成育版)の作成 

タニタの通常版の印刷台紙には、妊婦にと

っては参考にならない値もあるため、妊婦用

に成育版の印刷台紙を作成することとした。 

 

(2) 体組成計の測定 

妊婦健診時の体重測定において、従来、体重

計を用いて測定していたが、成育医療研究セン

ターの産科に体組成計を 1 台導入し、2024 年

8月から測定を開始した。大阪母子医療センタ

ーの産科にも体組成計を 1 台導入し、2024 年

7月から測定を開始した。さらに、成育医療研

究センターで 2025 年 1 月末までに収集したデ

ータを集計した。項目は、年齢、BMI、脂肪量、

体水分量で、度数分布表を作成し、グラフに示

した。 

 

(3) 生活習慣調査の実施 

 昨年度から準備していた調査票を完成させ、

2024年 11月 22日にリクルートを開始し、WEB

で調査を実施した。参加登録は Formsで、初回

調査、健診時調査(繰り返し)は Google フォー

ムで作成した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は国立成育医療研究センターの倫理委

員会での承認を経て実施した。（承認番号

2023-249、306）。 

 

＜図 1：表面＞ 

 

 

C. 研究結果 

(1) 体組成計の印刷台紙(成育版) 

妊婦にとって参考になる値(体重、脂肪量、

体水分量)を分かりやすく表示し、裏面に解

説も掲載した。 

 

①表面：結果印刷  

妊婦に参考になる値を白地等に、参考になら

ない値をグレー地にして、分かりやすく色分

けした。(図１) 

 

②裏面：結果解説ガイド 

妊娠中の結果の見方と、タニタから提供され

た体脂肪と体水分の変化のグラフ用いて、分

かりやすく解説した。(図２) 

 



 

17 

 

＜図 2：裏面＞

 

 

(2)体組成計の測定 

●成育医療センター 

本年度は多胎外来のみでの運用としたため、

測定者数は、平均して 1 日 0～3 人程度で、

2024/8/8～2025/1/31 のデータ数は、累計 194

例(うち有効データ数 174例)であった。個人別

の測定回数は、1回のみが 163人、2回以上 11

人であり、継続的に計測できている妊婦は多く

なかった。 

表 1、図 2 は、9 回測定があった参加者の縦

断データで、カルテ番号が一致した場合、この

ような縦断データが取れる。 

 

 

 

 

＜表１：参加者の縦断データ例＞ 

 

 

＜図 2：参加者の縦断データ例＞ 

 

 

 

また、測定方法の説明は、多胎外来において、

担当医から行っており、今後、単胎妊婦にも拡

大し、2台目も設置予定である。 

 

●大阪母子医療センター 

測定者数は、1 日 2～6 人程度である。測定

方法の説明は、初回に助産師から妊婦に行って

おり、今後は、2台目を設置の方向で調整中で

ある。 

●体組成計データの集計 

成育医療研究センターで収集した有効データ

174 例について、年齢、BMI、脂肪量、体水分量

の集計を行った(図 3)。
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＜図 3：有効データ 174例の年齢、BMI、脂肪量、体水分量の集計＞ 

 

 

(3) 生活習慣調査の実施 

2024 年 11 月 22 日にリクルートを開始し、

図 4 の流れで実施した。2025 年 2月 28日まで

の参加登録は 17件、初回調査は 13件、健診時

調査は 19 件であった。そのうち、体組成計の

データがあったのは 6 例で、1 回測定は 3 例、

2 回測定は 2例、3回測定は 1例であった。 

 

＜図 4：リクルートの流れ＞ 

  



D. 考察 

 今年度は、体組成計の測定と生活習慣調査を

開始し、実施に伴って様々な問題点が浮上した。

成育医療研究センターでは、体組成計の測定の

初期の頃は、手順をポスターで示していても測

定できない方が多く、産科スタッフも対応でき

ないケースがあり、妊婦用パンフレットやスタ

ッフ用マニュアルを新たに作成し、対応した。

また、生活習慣調査も参加登録を複数回するケ

ースもあり、個別に対応した。 

このような問題点もあり、体組成計の導入や

生活習慣調査の実施は思うように進行してお

らず、当初の計画より遅延していた。そこで、

産科に担当スタッフを設置し、リクルートから

参加登録、初回調査の実施をサポートし、体組

成計の対応も同スタッフが行うこととで、改善

されつつある。 

 

E. 結論 

今年度は、成育医療研究センターと大阪母子

医療センターで体組成計の測定を開始し、成育

医療研究センターで生活習慣調査を開始した。

実施に伴って様々な問題点が浮上したが、個々

のケースに対応し、改善を図った。来年度は、

生活習慣調査を大阪母子医療センターでも実

施する予定で準備を進めている。 
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